
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ２０１９年２月２７日（水）１０：３０～１２：３０   

会 場 東京都生協連会館 3階 会議室           

参加者 ３１名 

主 催 東京消費者団体連絡センター・東京都生協連消費者行政連絡会 

           

 

 

 

 

 開会挨拶 
東京都生協連  
秋山専務理事 

 
 
・201８年度の取り組み報告と 201９年度 
に向けての課題 

・行政担当者と懇談参加者からのリレー報告 
  練馬区/コープみらい/東都生協/パルシ 
  ステム東京 
・グループワーク 

内  容 

東京消費者団体連絡センター 
事務局長 小浦 道子さん 

 

201８年度取り組み報告と２０１９年度に向けての課題 

 

司会        
東都生協 
組合員常任理事 
篠田栄子さん 

消費者行政調査活動をより充実したものにするために、２０１７年度より取り組

みの流れや懇談時間などを見直して、自治体の消費者行政担当者との懇談は５３

区市町村を半分に分けて隔年で実施することにしました。2018 年度は、昨年度

に訪問を行わなかった区市町村で懇談を行いました。今回は、今年度のまとめと

２年間の取り組みを終えて見えてきた課題などをまとめました。 

１年間の取り組みの流れ 

見えてきた課題 取り組みの目的に沿った成果 

・５３区市町村へのアンケート調査実施（６月） 回収率１００％ 

・「懇談担当責任者打ち合わせの会」開催（８/６） 参加者：１９名 

・「学習と懇談に向けて」開催（９/５） 参加者：３５名 

・「区市町村消費者行政担当者との懇談」実施（１０月～１１月） ２４自治体 

 地域の生協組合員や職員・消費者団体、事務局等の１３１名と行政職員４３名が参加 

 

 

目的１．地域の実情を知り、私たちのまちづくりに力を発揮する 

懇談を通して、自分たちの住む地域の消費者行政のさまざまな取 

り組みや課題などの理解が深められ、連携の大切さも認識できま 

した。 

 

 目的２．調査活動を通して、行政との連携や参画を進める 

参加団体の活動を行政担当者に知ってもらうことで、行政と連携 

できることがイメージできました。見守り活動など行政と連携し 

た取り組みや消費者被害の情報提供など協力し合う関係が少し 

ずつ具体化しました。 

 
目的３．連携の輪を広げ、消費者行政の充実・活性化を図る 

参加団体間の交流もすすみ、消費者行政の充実のために新たな取 

り組みが進む可能性が広がりました。 

 

参加者、参加団体の底上げ 

懇談参加が１団体の自治体があり 

ました。自治体の中で活動する団 

体が複数参加し、その団体間の交 

流と連携をもとに行政との関係づ 

くりを進めていくことが必要で 

す。また地元住民の参加をどう広 

げるかも課題です。 

消費者行政調査活動全体の検証 

２年間の振り返りを行い、よりよ 

い消費者行政調査活動に向けて全 

体の検証が必要です。 

 

２０１８年度 東京の区市町村 

消費者行政調査活動の取り組み『報告・交流会』 
 

開催報告 

消費者行政調査活動も９年目になりま

した。私たちは消費者市民社会を作るた

めに、行政だけに任せるのではなく意見

を出し、行政と一緒に機運を盛り上げて

きました。今日は今後この取り組みをさ

らに広げていくための知恵を出しあっ

ていただきたいと思います。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

今回初めて調査活動に参加し、地

元の福生市で懇談しました。懇談

では相談や消費者啓発のことな

どを具体的に聞くことができ、ま

た私たちのできることも伝えま

した。調査活動を通して感じたこ

とは、懇談担当責任者として行政

担当者とやり取りをしましたが、

自分自身がもう少し内容を把握

していればスムーズにできたと

思いました。行政へのアポ取りは

「学習と懇談に向けて」を終えて

からがよいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福生市との懇談に参加して 

練馬区の消費者行政について 

 

 

報告 

 

 

 

 

 

私が国立市との懇談を選んだの

は、国立市には東都生協の組合

員が比較的多く、最近活動団体

が立ち上がったからです。懇談 

では、相談の傾向、出前講座など

の消費者教育や啓発資料の説明

などをしていただきました。今

回懇談したことで国立市との最

初の一歩が踏み出せたと思いま

す。市が行っている「わくわく塾

くにたち」は内容も豊富で、東都

生協でも出前講座を検討したい

と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市は、昨年 1月に“はれの

ひ”事件があり２１０件もの相談

が寄せられたとのことでした。消

費者行政の取り組みを聞き、地域

や学校に対して悪質商法被害防

止や消費者教育に熱心に取り組

んでいることがわかりました。生

協として広報協力などで連携で

きることも伝えました。懇談がき

っかけとなり、２月に消費生活セ

ンター長を講師に、配送職員を対

象に悪質商法被害防止の講座を

開くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市との懇談に参加して 国立市との懇談に参加して 

コープみらい 

三浦 明日香さん 

東都生協 

橋本 好美さん 

パルシステム東京 

斉藤 剛さん 

各自治体の啓発グッズの紹介 

 

報告 

練馬区の消費生活相談：相談件数は年間約５０００件で、２３区中２位。架空請

求の相談が増大しています。相談のあっせんは時間がかかるのですが、あっせん

率は１２．８％、その中で９７％が解決しており頑張っています。困難な事例は

弁護士事務所に相談しており、懇談会も年２回設けています。 

消費生活展：消費者団体の啓発活動の成果発表の場、消費者への情報提供や啓発

を目的に春と秋に２回開催しています。参加は消費者団体１７団体、行政機関８

団体で、春は歌や子ども劇場などもあり多彩に取り組まれています。秋はパネル

展のみ開催しています。 

消費者団体との協同：区民から一般募集したボランティアで構成された「練馬区

消費生活センター運営連絡会」と協同で消費生活センターの運営を行っていま

す。講演会企画(年１１回)、消費者だより「ぷりずむ」の企画編集(年６回発行)、

パネルの作成、リサイクルマーケットの主催などを行っています。 

来年度は、若者と高齢者へのアプローチを企画しています。 

練馬区産業経済部経済課 

消費生活係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よかったこと、具体化したこと (抜粋) 

・懇談に参加して地域の実情と行政の対応が分かった。 

・生協や消費者団体の活動を行政担当者に知ってもらえた。 

・消費者被害の実態がよく分かった。 

・私たちの活動のチラシを行政に置いてもらえるようになった。 

・消費生活センター長の出前講座を開催できた。 

グループ交流 

報告 
今年度懇談した自治体が作成した消費

者教育の冊子や啓発グッズ、チラシなど

も展示しました。 

 

 

 

 

グループごとに、懇談に参

加してよかったこと、進ん

だこと、具体化できたこと

を出し合いしました。発表

では、行政と生協や消費者

団体との連携の具体例が

いくつも出ました。 

 

消費者だより「ぷりずむ」 


